
令和８年度　松伏町国民健康保険特別会計予算（案）の主な内容（歳出） 資料１－３

（単位：千円）

概要

国保事業を行う上で、必要な人件費及び事務的経費等

人件費、一般管理事業、医療費適正化事業に係る電算委託料、消耗品費、郵送料等

埼玉県国保連合会（レセプトを審査する機関）等に支払う負担金

保険税の賦課徴収事業に係る電算委託料、消耗品費、郵送料等

滞納処分に直接要する経費

被保険者の傷病等に対する診療費の給付及び給付金の支給等

病気やけがの保険診療で保険者が医療機関に支払う現物給付（7割、8割）

歳出科目

１．総務費

　審査支払手数料

　高額療養費

　高額介護合算療養費

　移送費

　連合会負担金

　賦課徴収費

　滞納処分費

　運営協議会費

２．保険給付費

　療養給付費

　一般管理費

やむをえず療養の給付を受けられなかった場合に申請することによって支給される現金給付、接骨院等の
柔道整復に係る給付

医療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額の合計が高額となったときに支給される療養費

緊急を要する場合に発生する搬送費用等の現金給付

822,759

3,000

190,554

541,169

50

191,059 △ 505 99.74%　後期高齢者支援金等分

71,768 68,186 3,582 105.25%　介護納付金分

530,448 10,721 102.02%　医療給付費分
県全体の保険給付費の見込みから、県で必要な納付金総額を県所得水準により応能分・応益分に按分し
た、各市町村の所得シェア、被保険者数シェアを反映させることにより算定した納付金を納める

789,693 33,066 104.19%３．国民健康保険事業費納付金

　出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金を医療機関に直接支払う際、埼玉県国保連合会に支払う事務手数料（1件：210円）

10,000 0 100.00%　出産育児一時金

0 29 △ 29 0.00%　傷病手当金 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者である被保険者等が休みやすい環境を整えるために支給

3,000 0 100.00%　葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬儀を行った者に一律50,000円支払う

10,000出産費用の助成を目的とした給付（1件につき500,000円［産科医療保障制度の12,000円を含む］）

50 0 100.00%

5 5 0 100.00%

400 400 0 100.00%

△ 42国民健康保険運営協議会開催に係る経費

4,591 △ 255 94.45%

312,000 300,000 12,000 104.00%

4,336

100.00%1,900,000 1,900,000 0

0 100.00%

埼玉県国保連合会のレセプト審査等の手数料

医療機関に支払った1ヶ月の窓口負担が一定額（自己負担限度額）を超えた場合、超えた分が高額療養費と
して支給される給付

令和８年度当初 令和７年度当初 増減 前年度比
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ａ÷Ｂ

8,288 △ 1,187 85.68%

3,607 108.33%

355 370 △ 15 95.95%

46,890 43,283

7,101

　子ども・子育て支援納付金分 19,268 0 19,268 -

県全体の後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金の見込みから、県全体の納付
金総額を算出し、所得水準に応じて割当てられた納付金を納める

55,013 52,650 2,363 104.49%

3 3 0 100.00%

　療養費 20,000 20,000

94.05%

2,249,791 2,238,075 11,716 100.52%

664 706
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歳出科目

3,000

2,312

25,806

416

31,077

令和８年度当初
概要

3,604

51

0

4,855

予算外の支出、または予算超過の支出に充当するもの

3,167,607 3,126,504 41,103 101.31%歳出合計

3,000 0 100.00%８．予備費

3,654 △ 50 98.63%７．諸支出金 保険税還付金及び国庫・県支出金の償還等に充てる支出金

特定健康診査・特定保健指導事業に係る委託料、消耗品費、郵送料等

2,004 308 115.37%６．公債費 主に年度末のキャッシュフロ一不足対策のための一時借入金に係る利子

51 0 100.00%５．基金積立金 国民健康保険事業財政調整基金への積立金

27,564 △ 1,758 93.62%　特定健康診査等事業費

　疾病予防費 35歳以上の国保加入者の人間ドック受診者に対する費用の一部補助等

保養所利用促進事業に係る一部補助、郵送料

37,377 △ 6,300 83.14%４．保険事業費

4,144 △ 4,144 0.00%　医療費適正化事業費 医療費適正化事業に係る委託料、消耗品費、印刷製本費等　令和８年度から一般管理費へ移行

特定健康診査及び特定保健指導のための事業費等

416 0 100.00%　保養所費

令和７年度当初 増減 前年度比
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ａ÷Ｂ

5,253 △ 398 92.42%


